




建物の危険性等

建物の傾斜

基礎・土台のずれ、
破損

柱、はりの破損

屋根の変形、破損

外壁の破損

屋外設備の破損

門、塀、擁壁の破損

立木の腐朽、倒壊

周辺への影響・危険性

隣地、主要道路又は通学路に設
定されている道路の境界線から
45°のラインを超えて調査対象
建築物が干渉している。

ほか

①特定空家等認定

②助言・指導

③勧告

④命令

⑤措置（代執行）

立入調査後、協議会で認定

住宅用地に対する課税標準の特例適用除外

所有者不存在の場合は、②～④省略 ３



・立入調査の結果

４







※特定の事業所に対しての助力になってしまう



※流通のしやすさ、売却できる可能性など知識を蓄積していく

※実際には、相談者から連絡してもらうが、「依頼するならこの事業者に連絡する」
という目標を提供することで、相談者には目標を達成したことからくるモチベーショ
ンアップを図る
※相談者にとって、売却が具体的となり決心が揺らがなくなることもメリット







※具体的な内容は今後の協議





済 済 済



－ ＝



+ ＝ + ＝

－ ＝






